
 
 

確定申告の所得金額の欄を確認                  【分離課税がある場合】 

 

 

「給与」「公的年金」は収入金額

「その他所得」は 

給与・年金所得を除いた所得を 

合算して記入してください。 

この例の場合、所得の合計は 

８，７８５，８５４円となります 

その他（株式等・配当等・先物取引）

の欄に、本年分から差し引く 

繰越損失額がある場合は、 

対象の所得から差し引きます 

※退職所得は含みません 

申告分離課税の所得を申告された場合は 

この部分の所得も合算されます。 

※第一表の所得合計 + 第三表の所得合計（繰越損失後） 

＝所得の合計額 

※退職所得は保険料の算定には含まれません。 

試算結果の「合計 所得」の額が 

総所得金額になります。 

※申告分離課税の所得（土地・株式の譲渡所得等）

がある場合は、第三表の所得金額も必要です。 

※その他所得に 

給与・公的年金所得

は含みません 


